
 

 

【２０１９．４.４発信：ＶＯＬ．２３】 

  

 

ＶＯＬ．２３は、以下の内容でお届けします。 

 ■ 新時代「令和」に向けて     参議院議員 進藤金日子(かねひこ) 

 ■ 平成３１年度当初予算が成立、効率的かつ効果的な執行を 

 ■ 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律案」の早期成立に向けて 

 ■ 農事用電力の経過措置は当面継続 

 ■ 冬期施工における現場管理費率の補正について 

 ■ 「宮崎まさお」さんも活動を更に加速 

 ■ 活動状況（2019.3.1～2019.3.31） 

  

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  

■ 新時代「令和」に向けて     参議院議員 進藤金日子(かねひこ) 

  

 国会議事堂周辺の桜も満開となってきました。やや肌寒い日が続いています 

が、春を感じる今日この頃です。 

 4月は実りの秋に向けた大切な準備の時期でもあります。今年は大災害が無い 

よう祈りつつ、仮に豪雨や台風等があっても災害を未然に防ぐようしっかりと 

準備して参りましょう。 

また、4月は新たな生活のスタートとなる方も大勢いらっしゃいます。新しい 

職場、新天地等、生活環境等も大きく変化しますので、くれぐれも体調管理に 

気をつけてください。 

新しい元号が「令和」と決定されました。人々が美しく心を寄せ合う中で 

文化が生まれ育つと言う意味が込められているそうです。一人ひとりが明日への 

希望と共に、それぞれの花を大きく咲かせることができる国となるように皆で 

頑張って参りましょう。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

■ 平成３１年度当初予算が成立、効率的かつ効果的な執行を 

  

３月２７日に平成３１年度当初予算が成立しました。先に成立した平成３０年 

度二次補正予算と合わせ、効率的・効果的な執行が不可欠です。特に、防災・ 

減災、国土強靱化のための 3カ年緊急対策や強い農林水産業づくり等に向けた 

予算が盛り込まれていますので、早期の執行と効率的かつ効果的な執行をお願い 

します。 

まだまだ必要な予算が不足している地域もあるかと思いますが、皆様の 

ご意見等も踏まえ、次年度に向け努力して参ります。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

■  「農業用ため池の管理及び保全に関する法律案」の早期成立に向けて 

  

 今国会では、相次ぐ台風や豪雨、地震災害等により農業用ため池が被災する 

ケー スが多発していることを踏まえ、「農業用ため池の管理及び保全に関する 

法律案」が提出されていますが，衆議院で 3月 26日に全会一致で可決され、 

現在参議院で審議中です。ため池は、江戸時代以前に築造されたものが多く、 

所有等の権利関係が不明確かつ複雑化しており、日常の維持管理が適正に行わ 

れないおそれが指摘されています。このため、本法案では、施設の所有者、 

管理者や行政機関の役割分担を明らかにし、農業用ため池の適正な管理及び 



 

 

保全が行われる体制を早急に整備するため、届出の義務付け、データベースの 

整備、公表、適正管理の努力義務等を規定するとともに、決壊した場合に周辺 

地域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を「特定農業用ため池」として 

指定し、防災工事の実施、保全管理体制を整備することとしています。 

 全国に約 20万あると言われているため池の整備は喫緊の課題です。ため池の 

適正利用と防災・減災に向け、法案の早期成立はもとより効果的な対策を早期に 

実施できるよう努力して参ります。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

■   農事用電力の経過措置は当面継続 

  

電力の小売り自由化は、平成２８年４月から全面自由化となっているものの 

５０kw以下の低圧分野については、需要家の保護の観点から、経過的な措置と 

して従来と同様の規制料金が維持されています。しかしながらこの経過措置が 

平成３２年３月末までとなっているため、特に土地改良関係の皆さんが経過措置 

終了後の取扱いについて大変心配しており、昨年は私も含め多くの方々とともに 

関係各方面へ経過措置の継続について、要請活動を積極的に展開しました。 

 これらの要請活動等を受け、２月２５日及び２７日の衆議院予算委員会では、 

世耕経済産業大臣から各電力会社は経過措置の有無にかかわらず、当面はこれを 

取りやめることは考えていない旨の表明若しくは確認された旨の答弁がありました。 

 そして、３月２７日に開催された総合資源エネルギー調査会電力・ガス分科会 

電力・ガス基本政策小委員会に対する提出資料において、資源エネルギー庁は、 

関西電力、九州電力に加え、北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、 

中部電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力についても同様の意向を 

有していることを報告しています。 

経過措置の扱いについては、今後も総合資源エネルギー調査会等において 

議論が進められますので、引き続きこれらの動向を注視して参ります。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

■ 冬期施工における現場管理費率の補正について 

  

 積雪寒冷地域(東北農政局、北陸農政局管内)で施工時期が冬期期間となる 

場合の現場管理費率が補正されることとなりました。平成 31年 4月 1日以降の 

契約に係る工事から適用されますので参考としてください。 

  

 ※詳細は、以下のアドレスから参照願います。 

 https://drive.google.com/file/d/1TVktUDoaW-1VWDv3CmqJ2TRYvxOk6RS3/view 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

■ 「宮崎まさお」さんも活動を更に加速 

  

 各地で統一地方選が繰り広げられています。是非とも強い農林水産業と活力 

ある農山漁村を創るために活躍される多くの皆さんが当選されることを願って 

やみません。 

 宮崎まさおさんも各地の候補者と連携しつつ、全国各地で強い農林水産業と 

活力ある農山漁村を創るために、地方選で多くの仲間が当選されるよう 

活動を加速しています。 

 引き続きのご支援をよろしくお願いします。 

  

https://drive.google.com/file/d/1TVktUDoaW-1VWDv3CmqJ2TRYvxOk6RS3/view


 

 

 ※ 宮崎雅夫（まさお）さんのプロフィール・活動状況等は以下のアドレス 

から参照願います。 

http://miyazaki-noson.jp/ 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://miyazaki-noson.jp/

